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   大浦株式会社（都城大丸）発行の 

   商品券をお持ちの皆様へ 
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大浦株式会社（都城大丸）発行の商品券に係る発行保証金の還付（返還）について 

 

    平成２３年２月８日、宮崎地方裁判所において民事再生手続開始の決定がなされた大浦株式

会社（都城大丸）（以下、「大浦（株）」という。）が発行した商品券の保有者への発行保証金の

還付について、以下のとおりお知らせします。 

    なお、今後の予定については、その詳細が決定次第お知らせします。 

 

   １．大浦（株）は、「資金決済に関する法律」の規制を受ける登録業者(九州財務局長第 00047

号)であり、同法に基づき、平成 22 年 9 月 30 日基準日における商品券の未使用残高の２分

の１以上の額に相当する額については、保全措置（発行保証金の供託）がなされています。 

     今後、商品券保有者に対して、同法に定められた手続きに従い、発行保証金が還付される

こととなります。 

 

   ２．還付手続きの詳細については、今後、官報や当局ホームページ等に掲載して、周知を図る

こととしています。 

     つきましては、大浦（株）発行の商品券をお持ちの方は、それまでの間は大切に保管して

おいてください。 

 

  （注）・ 今般の資金決済に関する法律に定める還付手続きは、友の会お買物券は対象外です。 

なお、友の会お買物券については、九州経済産業局産業部消費経済課 

（電話０９２－４８２－５４５９・５４６０） 

にお問い合わせ下さい。 

        ・ 大浦（株）は、Ｊ．フロントリテイリング傘下の大丸グループとの資本関係はありませ

ん。  

 

照会先  

九州財務局理財部金融監督第三課 

電話 ０９６－３５３－６３５１ 

     内線3244、3247、3243 

 宮崎財務事務所理財課 

 電話 ０９８５－２２－７１０１ 

    内線32、33 

 


